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議 題



カスタマーハラスメントの現状について

議 題 １



カスタマーハラスメントとは
法的な位置づけ

○労働施策総合推進法の改正（R7.6.4成立）

【定 義】

①顧客等（顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業の行う事業に関係を

有する者）の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事

情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより③当該労働者の就業環境

が害されるもの（第33条）

○労働施策総合推進法の改正（2025.6.4成立） ※1年6ヶ月以内に施行予定

【事業主の措置】

→ 労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用

管理上必要な措置を講じなければならない



カスタマーハラスメントとは
法的な位置づけ

○労働施策総合推進法の改正（R7.6.4成立）

【各主体の責務（努力義務）】

○労働施策総合推進法の改正（2025.6.4成立） ※1年6ヶ月以内に施行予定

【今後の流れ】

→ 事業者が取り組むべき具体的な内容等について、国が指針を示す予定



→ 「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容に照らして、

当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもので

あって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」

※ただし、「企業や業界により、顧客等への対応方法・基準が異なることが想定される

ため、明確に定義することは困難」との記載あり

カスタマーハラスメントとは
法的な位置づけ

○厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」（2022年2月）



カスタマーハラスメントとは
カスタマーハラスメントの類型

「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」（厚生労働省）より抜粋



カスタマーハラスメントとは
発生状況

○過去３年間のハラスメントの相談有無（種類別）

（出典）令和５年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書（厚生労働省）

・約３割の企業において、従業

員から、「顧客からの著しい迷

惑行為（≒カスタマーハラスメ

ント）」に関する相談あり

○過去３年間のハラスメントの相談の有無（種類別）



カスタマーハラスメントとは
発生状況

○過去３年間に相談があった企業における相談件数の推移（種類別）

・「顧客からの著しい迷惑行為

（≒カスタマーハラスメント）」の

み、「相談件数が増加してい

る」割合が、「相談件数は減少

している」割合を上回っている

（出典）令和５年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書（厚生労働省）

○過去３年間に相談があった企業における相談件数の推移（種類別）



カスタマーハラスメントとは
発生状況

○過去３年間に該当事例があった企業における事例件数の推移（種類別）

・「顧客からの著しい迷惑行為

（≒カスタマーハラスメント）」の

み、「事例の件数が増加してい

る」割合が、「事例の件数は減

少している」割合を上回ってい

る

（出典）令和５年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書（厚生労働省）

○過去３年間に当該事例があった企業における事例件数の推移（種類別）



他自治体の動向

群馬県北海道東京都

令和７年４月１日
令和７年４月１日
【議員提案】

令和７年４月１日
【全国で初めて成立】

施行日

カスハラ防止に関して事業者や顧客
等の責務を明らかにし、誰もが安心
して働くことができる就業環境の整
備、事業者の安定した事業活動の
継続、ひいては顧客等の豊かな生
活の確保に寄与

カスハラ対策を総合的に推進して、
従業者等が心身の健康を保持して
その有する能力を有効に発揮し、充
実した生活を営むことができるよう
にするとともに、事業者等が顧客等
との良好な関係の下安定的に事業
を継続し、もって社会経済の健全な
発展に資する

カスハラ防止に関する基本理念等を
定め、顧客等の豊かな消費生活、
就業者の安全及び健康の確保並び
に事業者の安定した事業活動を促
進し、もって公正かつ持続可能な社
会の実現に寄与

目的

・カスハラの禁止
・顧客･就業者等各関係者の責務

・基本理念
・顧客･就業者等各関係者の責務
・道の施策

・基本理念
・カスハラの禁止
・顧客･就業者等各関係者の責務

主な内容

なし
(理念条例)

なし
(理念条例)

なし
(理念条例)

罰則規定



他自治体の動向

群馬県北海道東京都

顧客等から就業者に対して行われ
る暴行、脅迫その他の違法な行為
又は正当な理由がない過度な要求、
暴言、長時間の拘束等の不当な行
為であって、就業環境を害するもの

従業者等に対する顧客等からの要
求、言動等のうち、その態様や程度
が社会通念上不相当なものであっ
て、当該要求、言動等により、従業
者等の就業環境が害される行為

顧客等から就業者に対し、その業務
に関して行われる著しい迷惑行為※
であって、就業環境を害するもの
※暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な
理由がない過度な要求、暴言その他の不当な
行為

カスハラ
の
定義

事業者
県内で事業(非営利目的の活動を含
む。以下同じ。)を行う法人その他の
団体又は事業を行う個人

事業者
顧客等に物品又は役務を提供する
事業（非営利を含む。）を行う法人そ
の他の団体（国や地方公共団体の
機関を含む。）又は個人

事業者
都の区域内で事業(非営利目的の活
動を含む。)を行う法人その他の団
体(国の機関を含む。)又は事業を行
う場合における個人

使用者
の呼称・
定義

就業者
県内で業務に従事する者(事業者の
事業に関連し、県外でその業務に従
事する者を含む。)

従業者
事業者の役員若しくは使用人その
他の従業者又は事業者（個人に限
る。）であって、顧客等と直接の契約
関係にあるか否かを問わない

就業者
都内で業務に従事する者(事業者の
事業に関連し、都の区域外でその業
務に従事する者を含む。)

労働者
の呼称・
定義



他自治体の動向

群馬県北海道東京都

顧客等
就業者から商品又はサービスの提
供を受ける者(今後提供を受ける可
能性がある者を含む。)又は就業者
の業務に関する利害関係者

顧客等
事業者により物品又は役務の提供
（公共サービスを含む。）を受け、ま
たは受ける可能性のある者又は事
業者の業務に関係する者

顧客等
顧客(就業者から商品又はサービス
の提供を受ける者をいう。)又は就業
者の業務に密接に関係する者

顧客等
の呼称・
定義

・ポスター等の作成
・セミナーの開催(予定)

・指針の作成
・ハラスメント･労働相談コール設置

・指針(ガイドライン)の作成
・各団体共通マニュアルの作成

関連
施策



栃木県の取組

○企業向けセミナーの開催

・県内企業の人事・労務担当者等を対象に、カスタマーハラス

メントを含むハラスメント対策について解説するセミナーを開催

・R7年度は、カスタマーハラスメント防止対策に特化した企業

向けセミナーを開催予定

○労働相談

・使用者・労働者双方からの労働条件やハラスメントに関する

相談に電話又は電子申請システムで対応

(１)労働政策課



栃木県の取組

○厚生労働省による啓発ツール等の活用

・ポスター・リーフレットの庁内掲示、関係

団体及び県内企業への配布

・企業訪問の機会等を捉えて、「カスタマー

ハラスメント対策企業マニュアル」を活用し

た防止措置について助言 等

(１)労働政策課



栃木県の取組
（２)くらし安全安心課

○ 出前講座「くらしのセミナー」
主に一般・高齢者等向け出前講座

○「とちぎ消費者カレッジ」
高等学校・大学等で実施する若者向け講演

消費者教育を行う様々な機会において、
本資料を活用し、カスタマーハラスメント防止
(意見の伝え方等)について解説

○「くらしの安心サポーター」
地域での啓発活動の担い手へ資料送付等

○ 各種イベント

○ ＨＰ・ＳＮＳ等



カスタマーハラスメント実態調査の
結果について

議 題 ２



カスタマーハラスメント実態調査結果

○対象

(１)企業向け：県内事業所

(２)労働者向け：県内に勤務する労働者

○期間：令和７年２月10日から同年３月31日

○調査方法：栃木県電子申請システム

○回答数：事業所161件、労働者393件

※複数回答が可能とした設問については、回答割合の合計が100％を超えることがある。

また、単独回答についても、四捨五入の関係上回答割合の合計が100％にならないことがある。

調査概要



カスタマーハラスメント実態調査結果
(１)企業向け調査 回答者の概要

１～９人

21事業所

10～29人

51事業所

30～99人

57事業所

100～299人

21事業所

300人以上

11事業所

従業員規模

回答事業所合計：161事業所

31.1%50事業所建設業

26.1%42事業所製造業

0.6%1事業所電気･ガス･熱供給･水道業

1.2%2事業所情報通信業

8.7%14事業所運輸業、郵便業

3.1%5事業所卸売業、小売業

1.9%3事業所金融業、保険業

2.5%4事業所学術研究、専門･技術サービス業

2.5%4事業所宿泊業、飲食サービス業

3.1%5事業所生活関連サービス業、娯楽業

2.5%4事業所教育、学習支援業

7.5%12事業所医療、福祉

0.6%1事業所複合サービス事業

7.5%12事業所サービス業(他に分類されないもの)

1.2%2事業所分類不能の産業

主な業種



発生している

23.0%

発生していない

63.4%

わからない

13.7%

【設問】過去3年間においてカスタマー

ハラスメントは発生していますか。

増加している

27.0%

減少している

16.2%

変わらない

48.6%

わからない

8.1%

【設問】過去3年間における発生件数の増減

の推移をお答えください。

(１)企業向け調査 発生状況

カスタマーハラスメント実態調査結果

○過去3年間でカスハラが発生していると回答した企業は23.0％
○発生している企業のうち、27.0％が増加していると回答、減少している企業は16.2％



64.3%

52.0%
47.4% 43.7% 40.7%

36.0%

宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

卸
売
業
、
小
売
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、

娯
楽
業

医
療
、
福
祉

金
融
業
、
保
険
業

教
育
、
学
習
支
援
業

【設問】貴事業所において、カスタマー

ハラスメントを受けた事例はありましたか。

参考：産業別発生状況 【令和６(2024)年労働環境等調査より】

カスタマーハラスメント実態調査結果

○「宿泊業、飲食サービス業」、「卸売業、小売業」の２産業で回答事業所の半数以上が
カスハラの事例ありと回答

調査主体
栃木県労働政策課
調査基準日
令和６年９月30日
調査対象
常用労働者が10名以上の
県内事業所2,000事業所
(主たる事業が日本標準産業分類に
基づく13産業分類に属する事業所)



(１)企業向け調査 内容

カスタマーハラスメント実態調査結果

○カスハラの行為者のうち最も多いのは「顧客」であり、78.4％
○カスハラの行為のうち、最も多いのは「威圧的な言動」であり、73.0％

顧客

78.4%

取引先

10.8%

施設利用者(駅

や病院の利用

者)

8.1%

その他

18.9%

【設問】過去3年間に発生した

カスタマーハラスメントの行為者

2.7%

56.8%

73.0%

24.3% 24.3%
32.4%

5.4%
16.2%

身
体
的
な
攻
撃
（
暴
行
、
傷
害
等
）

精
神
的
な
攻
撃
（
暴
言
、
脅
迫
、
名
誉
棄
損
等
）

威
圧
的
な
言
動
（
大
声
で
責
め
立
て
る
等
）

著
し
い
不
当
要
求
（
言
い
が
か
り
に
よ
る
金
品
要
求
、

土
下
座
の
強
要
等
）

SNS

へ
の
投
稿
（
写
真
や
動
画
の
撮
影
、
氏
名
公
開

等
）

拘
束
的
な
行
動
（
長
電
話
、
長
時
間
の
居
座
り
、
監
禁

等
）

性
的
な
言
動

（
つ
き
ま
と
い
、
わ
い
せ
つ
行
為
等
）

そ
の
他

【設問】過去３年間に発生した

カスタマーハラスメント行為の内容



カスタマーハラスメント実態調査結果

70.3%

21.6%
27.0%

8.1% 10.8%

56.8%

8.1%

従
業
員
の
就
業
意
欲
減
退

従
業
員
の
精
神
的
な
不
調
に
よ
る
休
職
・

離
職
、
通
院
等

名
誉
棄
損
等
に
よ
る
企
業
の
風
評
被
害

配
置
転
換
等
の
人
事
業
務
の
増
加

金
銭
的
な
損
害
（
損
害
賠
償
、
取
引
先
か
ら

の
無
理
な
値
下
げ
要
求
へ
の
対
応
等
）

通
常
業
務
遂
行
へ
の
悪
影
響

（
ク
レ
ー
ム
対
応
や
謝
罪
訪
問
、
訴
訟
負
担

等
）

特
に
被
害
は
生
じ
て
い
な
い

【設問】過去３年間に発生したカスタマーハラスメント行為による

事業所や従業員への影響等

(１)企業向け調査 影響

○カスハラによる影響で最も多いのは「従業員の就業意欲減退」で70.3％
○次いで多いのは「通常業務遂行への悪影響」で56.8％



(１)企業向け調査 対策状況①

カスタマーハラスメント実態調査結果

○カスハラ対策を既に実施している企業は21.1％にとどまる
○対策を実施している企業の中で最も多い取組は「基本方針の策定」

実施している

21.1%

措置予定・検

討中

31.7%

実施していない

47.2%

【設問】カスタマーハラスメント

対策の実施状況
44.1%

29.4%
26.5%

32.4%

20.6%
23.5%

基
本
方
針
の
策
定

従
業
員
向
け
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

作
成
・
事
業
所
内
へ
の
周
知

従
業
員
向
け
研
修
の
実
施

被
害
相
談
窓
口
の
設
置

顧
客
へ
の
予
防
措
置
（
防
止

ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
・
基
本
方
針

の
公
表
等
）

そ
の
他

【設問】実施していると回答した場合は、

対策の内容を選択してください。



(１)企業向け調査 対策状況②

カスタマーハラスメント実態調査結果

○従業員が30人未満の小規模事業所の半数以上がカスハラ対策を実施していない
○従業員規模が大きくなるほどカスハラ対策を実施している事業所割合が大きくなる

4.8%

17.6%
22.8%

28.6%

45.5%

28.6% 27.5%

42.1%

23.8%
18.2%

66.7%

54.9%

35.1%

47.6%

36.4%

１～９人 10～29人 30～99人 100～299人 300人以上

【設問】カスタマーハラスメント対策の実施状況：従業員規模別の集計

実施している 措置予定・検討中 実施していない



(１)企業向け調査 対策状況③

カスタマーハラスメント実態調査結果

○カスハラ対策をしていない企業のうち、最も多い理由は「対策の必要性を感じていない」
○対策をする上で最も多い課題は「判断基準が不明瞭」

64.6%

48.4%

23.6%

9.9%
18.6%

1.9%

判
断
基
準
が
不
明
瞭

適
正
な
対
策
方
法
が

わ
か
ら
な
い

顧
客
離
れ
の
懸
念

管
理
職
・
従
業
員
等
の

意
識
が
低
い

特
に
な
い

そ
の
他

【設問】対策をする上での課題

60.8%

19.6%

80.4%

13.7%

対
策
の
仕
方
が
わ
か
ら
な
い

必
要
な
時
間
・
費
用
が
確
保

で
き
な
い

対
策
の
必
要
性
を
感
じ
て
い

な
い

そ
の
他

【設問】実施していないと回答した場合は、

その理由を選択してください。



カスタマーハラスメント実態調査結果

49.1%

61.5%

44.1%

32.3%
24.2%

34.8%

4.3% 2.5%

防
止
条
例
の
制
定

対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
指
針
の
策
定

顧
客
等
に
向
け
た
周
知
啓
発

（
ポ
ス
タ
ー
・
チ
ラ
シ
等
）

経
営
者
向
け
研
修
会
の
開
催

従
業
員
向
け
研
修
会
の
開
催

被
害
相
談
窓
口
の
設
置

特
に
な
い

そ
の
他

【設問】カスタマーハラスメント対策として行政に求める施策

(１)企業向け調査 行政に求める施策

○事業所が行政に求める施策で最も多いのは「対策マニュアル・指針の策定」で61.5％
○次いで多いのは「防止条例の制定」で49.1％



カスタマーハラスメント実態調査結果

20代

49人

30代

73人

40代

128人

50代

115人

60代以上

28人

年代

(２)労働者向け調査 回答者の概要①

管理職

61人

事務職

85人

専門職

58人

営業職・販

売職

131人

製造・生産

工程職

19人

輸送・機械

運転職

3人

その他

36人
職種

回答労働者合計：393人
(男性252人・女性135人・無回答６人)

正社員

315人

パート

39人

派遣労働者

8人 その他の労

働者

31人

雇用形態



カスタマーハラスメント実態調査結果
(２)労働者向け調査 回答者の概要②

１～９人

15人

10～29人

42人

30～99人

87人

100～299人

57人

300人以上

192人

勤務先の従業員規模

1.8%7事業所建設業

16.1%63事業所製造業

15.3%60事業所電気･ガス･熱供給･水道業

0.5%2事業所情報通信業

2.0%8事業所運輸業、郵便業

23.0%90事業所卸売業、小売業

20.7%81事業所金融業、保険業

6.1%24事業所宿泊業、飲食サービス業

2.0%8事業所生活関連サービス業、娯楽業

1.0%4事業所教育、学習支援業

1.8%7事業所医療、福祉

1.3%5事業所複合サービス事業

6.9%27事業所サービス業(他に分類されないもの)

1.3%5事業所分類不能の産業

主な業種



経験したことが

ある

40.2%

経験したことはない

50.9%

わからない

8.9%

【設問】過去3年間においてカスタマー

ハラスメントは発生していますか。

(２)労働者向け調査 発生状況①

カスタマーハラスメント実態調査結果

○過去3年間でカスハラを経験したと回答した労働者は40.2％
○カスハラの発生要因として推測されることで最も多いものは「不満のはけ口」

43.7%

29.7%

12.0%

46.8%

67.1%

6.3%

接
客
や
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
ミ
ス

商
品
の
欠
陥
（
不
良
品
等
）

シ
ス
テ
ム
の
不
備
（
注
文
シ
ス
テ

ム
や
決
済
シ
ス
テ
ム
の
不
備
）

顧
客
等
の
勘
違
い

不
満
の
は
け
口

そ
の
他

【設問】発生した要因として推測されること



経験したことが

ある

34.1%

経験したことはない

58.3%

わからない

7.5%

【設問】過去3年間においてカスタマー

ハラスメントは発生していますか。

(男性)

(２)労働者向け調査 発生状況②

カスタマーハラスメント実態調査結果

○男性より女性の方がカスハラを経験した割合が高い
○女性回答者の半数以上がカスハラを経験したことがある

経験したことが

ある

51.1%
経験したことはない

37.8%

わからない

11.1%

【設問】過去3年間においてカスタマー

ハラスメントは発生していますか。

(女性)



(２)労働者向け調査 内容

カスタマーハラスメント実態調査結果

○カスハラの行為者のうち最も多いのは「顧客」であり、90.5％
○カスハラの行為のうち、最も多いのは「威圧的な言動」であり、74.7％

顧客

90.5%

取引先

2.5%

施設利用者

(駅や病院の

利用者)

7.0%

その他

6.3%

【設問】過去3年間に発生した

カスタマーハラスメントの行為者

4.4%

63.9%
74.7%

21.5%

1.9%

37.3%

3.8% 4.4%

身
体
的
な
攻
撃
（
暴
行
、
傷
害
等
）

精
神
的
な
攻
撃
（
暴
言
、
脅
迫
、
名
誉
棄
損
等
）

威
圧
的
な
言
動
（
大
声
で
責
め
立
て
る
等
）

著
し
い
不
当
要
求
（
言
い
が
か
り
に
よ
る
金
品
要
求
、

土
下
座
の
強
要
等
）

SNS

へ
の
投
稿
（
写
真
や
動
画
の
撮
影
、
氏
名
公
開

等
）

拘
束
的
な
行
動
（
長
電
話
、
長
時
間
の
居
座
り
、
監
禁

等
）

性
的
な
言
動
（
つ
き
ま
と
い
、
わ
い
せ
つ
行
為
等
）

そ
の
他

【設問】過去３年間に発生した

カスタマーハラスメント行為の内容

通常就業し

ている場所

87.3%

出張先

1.3%

電話やメー

ル

20.9%

その他

5.1%

【設問】カスタマーハラスメント行為を

受けた場所



(２)労働者向け調査 被害後の行動

カスタマーハラスメント実態調査結果

○労働者がカスハラ被害後に取った行動で最も多いのは「上司・同僚へ相談した」
○被害後に何もしなかった理由で最も多いのは「特に相談する必要を感じなかったから」

60.7%

85.7%

32.1%

89.3%
78.6%

社
内
で
は
相
談
で
き
る
雰
囲
気

で
は
な
か
っ
た
か
ら

適
切
な
相
談
先
が
分
か
ら
な

か
っ
た
か
ら

社
内
で
不
利
益
な
取
扱
い
を
さ

れ
る
と
思
っ
た
か
ら

特
に
相
談
す
る
必
要
を
感
じ
な

か
っ
た
か
ら

そ
の
他

【設問】「何もしなかった」と回答した場合、

その理由79.1%

2.5%
14.6%

1.3% 0.6%

17.7%
5.7%

上
司
・
同
僚
へ
相
談
し
た

外
部
機
関
（
行
政
機
関
等
）
へ

相
談
し
た

家
族
や
友
人
へ
相
談
し
た

休
職
し
た

退
職
し
た

何
も
し
な
か
っ
た

そ
の
他

【設問】カスタマーハラスメント行為を受け

た後の行動



カスタマーハラスメント実態調査結果

77.2%

55.1%

22.8%

7.0%
12.7%

1.9%

怒
り
や
不
満
、
不
安
な
ど
を
感
じ
た

就
業
意
欲
が
減
退
し
た

不
眠
や
食
欲
減
退
等
の
身
体
的
な
不
調

を
感
じ
た

精
神
的
な
不
調
を
感
じ
休
職
・
離
職
、

通
院
を
し
た

特
に
影
響
は
生
じ
て
い
な
い

そ
の
他

【設問】過去３年間に発生したカスタマーハラスメントを受けたことによる心身等への影響

(２)労働者向け調査 影響

○カスハラによる影響で最も多いのは「怒りや不満、不安などを感じた」で77.2％
○次いで多いのは「就業意欲が減退した」で55.1％



(２)労働者向け調査 勤務先の取組

カスタマーハラスメント実態調査結果

○カスハラに対し勤務先で「特に対策はされていない」と回答した労働者は28.8％
○労働者が役に立ったと感じる割合が最も高い取組は「基本方針の策定」

44.6%
38.2%

32.5%

20.0%
16.4% 13.6%

基
本
方
針
の
策
定

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
・
事
業
所
内
へ
の

周
知

従
業
員
向
け
研
修
の
実
施

被
害
相
談
窓
口
の
設
置

顧
客
へ
の
予
防
措
置
（
防
止
ポ
ス
タ
ー

の
掲
示
・
基
本
方
針
の
公
表
等
）

そ
の
他

【設問】勤務先の対策のうち、役に立ったと

感じる取組43.0%
38.4%

33.6%

22.1% 20.4%

28.8%

3.8%

基
本
方
針
の
策
定

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
・
事
業
所
内
へ
の

周
知

従
業
員
向
け
研
修
の
実
施

被
害
相
談
窓
口
の
設
置

顧
客
へ
の
予
防
措
置
（
防
止
ポ
ス
タ
ー

の
掲
示
・
基
本
方
針
の
公
表
等
）

特
に
対
策
は
さ
れ
て
い
な
い

そ
の
他

【設問】勤務先のカスタマーハラスメント

対策の実施状況



カスタマーハラスメント実態調査結果

43.8% 41.7%
36.1% 37.7%

40.5%

9.4%

基
本
方
針
の
策
定

従
業
員
向
け
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
・

事
業
所
内
へ
の
周
知

従
業
員
向
け
研
修
の
実
施

被
害
相
談
窓
口
の
設
置

顧
客
へ
の
予
防
措
置
（
防
止
ポ
ス
タ
ー

の
掲
示
・
基
本
方
針
の
公
表
等
）

そ
の
他

【設問】勤務先に求めるカスタマーハラスメント対策

(２)労働者向け調査 勤務先へ求める対策

○労働者が勤務先に求める対策で最も多いのは「基本方針の策定」
○次いで多いのは「従業員向けマニュアルの作成・事業所内への周知」



カスタマーハラスメント実態調査結果

70.7%

43.5%
48.3%

29.8%
22.1%

35.9%

5.9% 2.0%

防
止
条
例
の
制
定

対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
指
針
の
策
定

顧
客
等
に
向
け
た
周
知
啓
発

（
ポ
ス
タ
ー
・
チ
ラ
シ
等
）

経
営
者
向
け
研
修
会
の
開
催

従
業
員
向
け
研
修
会
の
開
催

被
害
相
談
窓
口
の
設
置

特
に
な
い

そ
の
他

【設問】カスタマーハラスメント対策として行政に求める施策

(２)労働者向け調査 行政へ求める施策

○労働者が行政に求める施策で最も多いのは「防止条例の制定」
○次いで多いのは「顧客等に向けた周知啓発(ポスター・チラシ等)」



カスタマーハラスメント実態調査結果②

ヒアリング先：NPO法人とちぎ消費生活サポートネット

(１)カスタマーハラスメントに関する認識について

○「カスハラ」という言葉の注目度が高まることが、消費者が自身の行動を省みる一助となり、言動の
エスカレートの抑止効果が期待できる。

○一方、正当な苦情とカスハラとの区別が難しく、消費者の正当な申出が事業所に見逃されてしまう

ことや、消費者の疑問や意見、要望に事業所が十分に向き合い、商品・サービスの開発・改善に繋

げることが難しくなるという懸念もある。

○消費者基本法や栃木県消費生活条例において、消費者が意見(苦情)を申し出ることは消費者の

権利として定められているとともに、事業者が消費者からの苦情を適切に処理することは事業者の

責務として定められている。

消費者団体へのヒアリング調査



カスタマーハラスメント実態調査結果②

体：NPO法人とちぎ消費生活サポートネット
(２-１)防止対策について：事業所・労働者に求められること

○従業員が消費者からの申出の内容を的確に理解し対応することが重要であり、そのための教育

体制や支援体制の充実が求められる。

○業種によって対応する消費者像が異なることから、社内でのマニュアル作成・共有に加え、同業種

の事業所間での事例共有も有効と考えられる。

(２-２)防止対策について：行政に求められること

○東京都のような条例やガイドライン(指針)の制定は非常に有効と考えられる。

○条例における罰則設定は難しいが、事案を公表すれば県内事業所間で事例共有ができ有意義と

考えられる。条例本文ではなくガイドラインにおいて、どういった言動が刑法に抵触しうるかを周知

するだけでも実効性は確保できるのではないか。

消費者団体へのヒアリング調査



カスタマーハラスメント実態調査結果②

消費者基本法

第２条

消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策（以下「消費者政策」という。）の推進は、国民の消費生活に
おける基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務
について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供さ
れ、消費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されるこ
とが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に
行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。

２ 消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図
られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。

３ 消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。

４ 消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、国際的な連携を確保しつつ行われなければ
ならない。

５ 消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。

参考①



カスタマーハラスメント実態調査結果②

消費者基本法

第５条

事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する

商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。

一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。

二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。

四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を

適切に処理すること。

五 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。

参考②



カスタマーハラスメント防止対策について

議 題 ３



カスタマーハラスメント防止対策について
防止条例の制定①

○防止に向けた考え方

・社会全体でカスタマーハラスメントを防止するという明確なメッセージの発信による機運

醸成が必要であること

・少子高齢化の進展に伴い人材不足が大きな課題となる中、労働者が安心して働ける

環境づくりが急務であること

・事業者、労働者、顧客等とあわせて県の責務を明確化し、取組を推進する必要があること

栃木県カスタマーハラスメント防止条例（仮称）の制定に向けて、検討を進める

○防止対策に向けた考え方



カスタマーハラスメント防止対策について
防止条例の制定②

○条例内容の検討に関するポイント

・栃木県カスタマーハラスメント防止対策有識者会議における議論の内容を、十分踏まえた

ものとする

・改正される労働施策総合推進法の内容や国の取組との整合性を図ったものとする

○条例に盛り込むべき事項

・基本理念

・カスタマーハラスメントの定義、対象とすべき範囲

・カスタマーハラスメントの防止に向けた各主体（県を含む）の責務 等

○条例内容の検討に関するポイント

○条例に盛り込むことが想定される事項



カスタマーハラスメント防止対策について

【考えられる県の施策例】

例１：条例内容の県全体への周知、機運醸成
例２：不法行為（傷害、脅迫、強要等）に関する周知／県警との連携強化周知・広報の強化

・条例に基づき各主体が取り組むべき事項等について規定
（今後国においても策定予定）

ガイドライン（指針）
策定

例１：事例の収集・公表等の検討
（収集・公表の手法、対象範囲等について十分な検討・整理が必要）その他



カスタマーハラスメント防止対策について
今後のスケジュール案

令和７年６月 第１回有識者会議（趣旨・課題の共有等について）

８月 第２回有識者会議（対策の方向性、条例骨子案等について）

10月 第３回有識者会議（具体的な対策案、条例素案等について）

～ （必要に応じて第４回の開催も想定）

12月 パブリックコメントの実施

令和８年２月 県議会への条例案提出


